
地域に存在する里道・水路などは、法定外公共物と呼ばれています。

宮津市では、法定外公共物管理条例を制定し、市が財産を管理していますが、地域に密着した施設で

あることから、地域や利用者皆さんに維持管理をお願いしています。

自治会で法定外公共物の整備、修繕をしていただける場合は、原材料の支給や補助金等を交付いたし

ますので、是非ご活用ください。（位置指定道路や河川法の規定が適用されない河川等も対象になる場

合がありますので、ご相談ください。）

由良脇自治会 （令和元年度）

法定外公共物等の種類：里道（金比羅神社参拝道）

施工内容
■コンクリート舗装（L=27m） ■樹木伐採
■法面整形 ■手摺設置（L=50m）

事業費
1,278,750円
（補助金額639,000円：補助率5/10）

【施工前】

【施工前】

【施工後】



上宮津自治連合会 （令和２年度） 法定外公共物等の種類：里道（愛宕山作業道）

施工内容 ■コンクリート舗装（L=70m）

事業費 403,766円（原材料支給：生コンクリート支給、キャリー車貸与）

【施工前】 【施工後】

須津自治会 （令和元年度） 法定外公共物等の種類：里道

施工内容 ■陥没部埋め戻し（φ=80cm） ■U字溝新設（L=100cm）

事業費 204,120円（補助金額183,000円：補助率9/10）

【施工前】 【施工後】

中津自治会 （平成28年度） 法定外公共物等の種類：大字中

施工内容 ■立木伐採

事業費 399,600円（補助金額359,000円：補助率9/10）

【施工前】 【施工後】



法定外公共物等整備事業費補助金の活用実績

年度 件数 整備内容 事業費計 交付額計

平成２８年度 ６件
立木伐採、水路新設、里道舗装、
法面改修、側溝整備 等

4,732,275円 3,578,000円

平成２９年度 ２件
アスファルト舗装、
法面復旧・排水路補修

583,200円 291,000円

平成３０年度 １件 法面対策 825,120円 412,000円

令和元年度 ３件
コンクリート舗装・樹木伐採・法面保護
里道改修 等

1,762,020円 1,047,000円

田原自治会 （平成28年度） 法定外公共物等の種類：水路

施工内容 ■里道水路の改修（L=81m）

事業費 1,800,000円（補助金額1,000,000円：補助率7/10）

【施工前】 【施工後】

上司自治会 （平成28年度） 法定外公共物等の種類：位置指定道路

施工内容 ■アスファルト舗装（136㎡） ■水路工事（L=7m）

事業費 810,000円（補助金額729,000円：補助率9/10）

【施工前】 【施工後】



制度の概要

その他

１ 法定外公共物等の修繕等を地域で行う場合

〇原材料の支給（アスファルト、コンクリート、U字溝、グレーチングなど）

〇機材の貸与（運搬車、転圧機など）

※１箇所あたり上限50万円（予算の範囲内）

《ご注意》

・原材料支給及び補助金には一部対象とならない経費がありますので、事前にご相談ください。

・当該制度は修繕等を実施する前に、宮津市より交付決定を受ける必要がありますので、ご検討の際は、

必ず事前にご相談ください。

里道や水路としての用途及び機能を既に失っており、将来的にも公共の用に供する必要が無い場合や、土地の

有効利用のため、里道や水路を付け替えたい場合には、隣接する土地所有者の皆さんへの払い下げや付け替え

を行うことができます。

払い下げ及び付け替えの可否・土地代金・諸経費の負担等について、事前にご相談ください。

制度に関する問合わせ先 宮津市役所 建設部 土木管理課 建設総務係
電話番号 0772-45-1628 メール k-soumu@city.miyazu.kyoto.jp

２ 法定外公共物等の修繕を地域が業者発注により実施する場合

宮津市法定外公共物等整備事業費補助金をご活用ください

※補助金の交付は、１自治会等につき１年度あたり１回

【対象者】

〇自治会、自治連合会、地域会議

【対象事業】

〇市内の建設業者が施工する次の事業

・一般の用に供されている生活道路の補修又は舗装

・一般の用に供されている排水路の補修又は構造物の新設

・その他、法定外公共物等の維持及び補修を行うもの

【補助率】

〇事業費の5/10～9/10以内（上限100万円：予算の範囲内）

※地域の世帯構成（高齢化率）、施設の重要度（避難路等）により、補助率を区分

【申請手続】

  所定の様式に必要事項を記載し、建設部土木管理課建設総務係へ提出してください。 

                       （当該年４月１日以後で、必ず工事着工前に） 

             （添付書類）事業計画書、収支予算書、着工前写真など 

              

              

                           

                     

              

                        

                         

         

               

 

補助金交付申請書の提出 

交付決定 

変更等承認申請書の提出 

※事業完了後すみやかに 

実績報告書の提出 

額の確定 

請求書の提出 

補助金の提出 

（添付書類）事業実績調書、収支決算書、領収書の写し 

      完成写真など 

事業の実施 


